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 自分の人生の最後、「もしも」のための話し合いのきっかけをつくるため、カードゲーム『もし

バナ（＝もしものための話し合い）ゲーム』を使って、人生で大切にしたい価値観や自分自身の

あり方について、新たな気づきを得ることができる「もしバナゲーム」のワークショップを開催

します。簡単なゲーム形式で、人生やその終わりについて考える良い機会となりますので、ぜひ

お気軽にご参加ください。 
 

【日  時】３月１１日（水）午前１０時～１１時３０分 
 

【場  所】湧別町社会福祉会館 視聴覚室（中湧別南町） 
 

【講  師】臨床宗教師 米本 智泉さん 
 

【対  象】どなたでも参加できます。（定員２０人） 
 

【参 加 料】無料 
 

【申 込 先】湧別町社会福祉協議会事務局（℡２－２１９７）へお電話でお申し込みください。 
 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。チューリップカードをお持ちの方は、ご持参

ください。 

 

〈目次〉 
もしバナゲームワークショップ        １ 
検診や予防接種の費用助成申請をお忘れなく ２ 
不妊治療費助成の申請をお忘れなく     ３ 
妊婦等歯科健康診査費用助成の申請をお忘れなく 
会計年度任用職員 募集                    ４ 
農業委員会委員募集 
消費者生活モニター 募集          ５ 
自動車運送事業者物価高騰対策支援給付金 
ｵﾎｰﾂｸｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ大会 開催内容変更    ６ 
雪捨場一時使用中止 
ｵﾎｰﾂｸｸﾛｽｶﾝﾄﾘｰｽｷｰ大会 ゴール周辺通行止め ７ 
タイ料理教室               ８ 
手形アート講座 

 
３月の運動・トレーニング教室「ゆうふぃっと。プラス」 ９ 
コミュニティ研修会 
令和 6年 9 月能登半島大雨災害義援金 受付期間延長  10 
中湧別出張所の証明書発行業務およびマイナンバー関連業務 停止  
令和７年１１月大分佐賀関大規模火災義援金 11 
まち・ひと・しごと創成総合戦略（案）意見募集  12 
敬老祝金商品券の有効期限 2月 28日まで 
福祉・食育に関する計画策定 意見募集    13 
町営住宅などの入居者募集                  14 
不法投棄は犯罪です 
新婚生活にかかる住宅費など 補助      15 
悪天候のときはゴミ収集を中止することがあります 
町内の高齢者福祉入所施設の空き状況    16 

令和８年２月１０日発行 
湧別町役場上湧別庁舎 ２－２１１１ ・ 湧別庁舎 ５－２２１１ 

かわらばん
Ｎo.393 

担当課表記 ○上＝役場上湧別庁舎（上湧別屯田市街地） ○湧＝役場湧別庁舎（栄町） Ｇ＝グループ 

「もしバナゲームでワークショップ」を開催します 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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医療機関で受けた検診、予防接種にかかる費用の一部を助成しています。令和７年４月～令和

８年３月に受診・接種された方は、３月３１日（火）までに申請が必要ですので、忘れずに申請

をお願いします。期限を過ぎた場合は助成されませんので、ご注意ください。 

 また、対象者や対象となる費用などの詳細は、町ホームページをご覧になるか、 

○湧健康こども課までお問い合わせください。 
 

◆検診 
 

種類 助成金額 対象外 

人間ドック 
１年に１回 
16,000円を限度 

人間ドックの検査で特定健診を受診していない
方、令和 7年度に町の総合健診を受診した方、受
診予定の方 
 

※加入している保険の種類によって対象外となる
場合があります。○湧健康こども課までお問い合
わせください 

脳ドック 
５年に１回 
20,000円を限度 

令和 3年 4月以降に町の助成を受けた方 
 

※下記の病院で受診される方は、予約前に○湧健
康こども課までご連絡ください 

 

●遠軽厚生病院 ●北星記念病院 ●道東の森総合病院 

乳がん検診 
マンモグラフィ 

乳房MRI 
乳腺エコー 

２年に１回 
49歳以下 5,510円 
50歳以上 4,520円 令和 6～7年度に町の助成を受けた方、町の検診

を受診した方 

子宮がん検診 
２年に１回 
細胞診は 5,270円 
超音波は 1,040円 

 

◆予防接種 
 

種類 助成金額 その他 

帯状疱疹
たいじょうほうしん

ワクチン 

生ワクチン 1回限り 
4,000円 
不活化ワクチン 2回まで 
1回あたり 10,000円 

助成はどちらかのワクチンで生涯に一度限りです 

インフルエンザ 
ワクチン 

１年に１～２回 
1,700円または全額 
(年齢などにより異なります) 

下記の病院で接種した方は手続き不要です 
（あらかじめ町の助成分を差し引いています） 
●ゆうゆう厚生クリニック ●曽我病院 
●はやかわクリニック ●遠軽厚生病院 
●みずしま内科クリニック ●遠軽共立医院 
●丸瀬布ひらやま医院 ●コスモスクリニック 

新型コロナ 
ワクチン 

1年に 1回 
8,000円 

下記の病院で接種した方は手続き不要です 
（あらかじめ町の助成分を差し引いています） 
●ゆうゆう厚生クリニック ●曽我病院  
●遠軽厚生病院 ●丸瀬布ひらやま医院 
●コスモスクリニック 

肺炎球菌ワクチン １回限り、3,000円 
過去に町の助成を受けた方は対象外です  おたふくかぜ 

ワクチン 
１回限り、全額 

※日本脳炎ワクチン、子宮頸がんワクチンなど定期予防接種を償還払いで接種された方も対象です。 

令和８年２月１０日発行 No.393 

検診や予防接種の費用助成申請をお忘れなく 

○湧健康こども課 健康相談Ｇ・子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

 
申請方法については、 

右のページをご覧ください。 

町ホームページ 

https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/welfare/detail.html?content=773
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【申請方法】下記の書類をご持参のうえ、３月３１日（火）までに○湧健康こども課、○上住民税

務課、中湧別出張所、芭露出張所へ申請してください。 

予防接種：接種したことを証する領収書と明細書、振込先を確認できるもの、 

母子手帳（お子さんの予防接種の場合） 

      検  診：検査結果、自己負担額が分かる領収書と明細書、 

振込先を確認できるもの 
 

【そ の 他】●治療にかかった検査費用などは対象になりません。検査項目によって助成できな

い場合があります。○湧健康こども課へご確認ください。 

      ●他の制度により助成金の支給がある場合には、当該助成金を差し引いた額に対し

助成します。 

 

 

 

 

 

町では、不妊治療をお考えのご夫婦の経済的負担を軽減するために、保険適用後の本人負担額

の一部を助成しています。また、回数・年齢条件により保険適用とならない治療や先進不妊治療

に対しても助成しています。 
 

【申請方法】所定の申請書に、医療機関発行の領収書や明細書など、必要書類を添 

えて提出してください。対象者や助成概要の詳細は、町ホームページ 

をご覧になるか、○湧健康こども課までお問い合わせください。 

 

【そ の 他】不妊治療費助成事業に関する手続きやご相談は、プライバシー保護の 

ため、保健師が個別に行います。 

希望があれば、ご自宅に訪問し、相談に応じることもできますのでご相談ください。 

 

 

 

 

 

 

町では、妊婦さんとそのパートナーが受診する、歯科健診の費用を一部助成しています。 
 

【対 象 者】妊婦さんとそのパートナー ※どちらも湧別町に住民票のある方が対象です。 

       妊婦さんは、妊娠５～６カ月ごろの安定期の受診をお勧めします。 
 

【受診方法】母子手帳交付などに歯科健診受診票を交付し、詳細について説明いたします。 

      対象者は、町内歯科医院へ予約し、受診後に必要書類を持参して申請手続きを行っ

てください。 
 

【助成内容】３,０００円を上限に１人１回助成（町内歯科医院を受診した場合に限ります。） 
 

【必要書類】受診票および領収書、母子手帳(妊婦さんのみ)、振込先を確認できるもの 
 

【申 請 先】○湧健康こども課、○上住民税務課、中湧別出張所、芭露出張所 

 

 

不妊治療費助成の申請をお忘れなく 
○湧健康こども課 子育て相談G ５－３７６５ 

町ホームページ 

妊婦等歯科健診助成の申請をお忘れなく 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

町ホームページ 

令和８年２月１０日発行 No.393 

https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/education/detail.html?content=641
https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/education/detail.html?content=1447
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令和８年度任用の会計年度任用職員を次のとおり募集します。 

会計年度任用職員とは、１会計年度内（４月１日～翌年３月３１日）で任用される一般職の非

常勤職員です。地方公務員法が適用され、条件付採用、人事評価、懲戒処分およびその他の服務

規程（信用失墜行為の禁止、秘密を守る義務、職務に専念する義務、政治的行為の制限、争議行

為等の禁止など）が適用となります。 
 

【募集職種】折込チラシの「令和８年度会計年度任用職員募集一覧」をご覧ください。 
 

【応募資格】地方公務員法第１６条に規定する欠格条項に該当しない方。 
 

【給 料 ・ 報 酬】会計年度任用職員の給与条例などに基づき支給します。また、通勤手当、時間外手

当、期末・勤勉手当、退職手当を支給します（勤務形態により異なります）。 
 

【健康保険など】健康保険、厚生年金保険、雇用保険に加入します（勤務形態により異なります）。 
 

【休暇など】年次有給休暇、特別休暇などがあります（勤務形態により異なります）。 
 

【応募方法】町指定の履歴書（○上総務課および○湧福祉課に備えてあります）と必要な資格の免

状の写しなどを、３月５日（木）までに○上総務課へ持参または郵送してください。 
 

【選考方法】書類選考または面接試験を行い、任用予定者を決定します。面接試験を行う場合は

応募者に日程などを後日通知します。 

 

 

 

 

 

 

農業委員の任期が本年７月２３日で満了となることにともない、農業委員の推薦、一般募集の

受付を行います。 
 

【募集内容】 

募集人数 湧別町農業委員会委員（非常勤特別職） ２５人 

任期 ７月２４日～令和１１年７月２３日（３年間） 

主な業務 

●農地などの利用の最適化に係る業務 

●農業者からの相談対応、農業者への助言・指導 

●農業委員会の総会（毎月開催）における農地の権利移動や転用に係る許可など

の審議・決定、これらに関連する現地調査 
 

【受付期間】２月２０日（金）～３月１９日（木）まで 
 

【応募方法】○上農業委員会事務局、○湧福祉課、町ホームページに備えている 

推薦書および応募申込書に必要事項を記入し、○上農業委員会事務 

局に持参または郵送で提出してください。 

※郵送による提出の場合、当日消印有効 
 

      ●郵送先：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

           湧別町役場 湧別町農業委員会 

会計年度任用職員を募集します 
○上総務課 総務Ｇ ２－２１１２ 

 

令和８年２月１０日発行 No.393 

農業委員会委員を募集します 
○上農業委員会事務局 ２－５８６５ 

 

町ホームページ 

https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/work/news.html?news=1757
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北海道では、道民の消費生活の安定と向上を図るため、消費生活に関する意見・要望の提供や、 

商品価格動向、出回り状況などを調査しています。令和８年度の北海道消費生活モニターを次の

とおり募集します。 
 

【職務内容】●生 活 関 連 重 要 商 品 な ど の 価 格 動 向 、 出 回 り 状 況 の 月 例 調 査 （ 毎 月 １ ０ 日 前 後 に 実 施 ）  

●商品、サービス（食品・美容料金など）の表示についての調査（年１回程度） 

●アンケート回答（年１～２回程度） 

●その他必要に応じて、意見などを提出 
 

【資  格】●町内に居住する１８歳以上の方（高校生を除く）で、日常生活のための商品、 

サービスなどの購入を毎月１０日前後に行っている方 

●原則として、北海道が主催する消費生活モニター研修会に出席できる方 
 

【任  期】４月１日～令和９年３月３１日 
 

【謝 礼 金】未定 ※令和７年度実績：月額２,０００円（年額２４,０００円） 
 

【募集人数】１人（未経験者を優先します） 
 

【申込方法】２月２７日（金）までに○上商工観光課へご連絡ください。 

 

 

 

 

 

エネルギー価格や物価高騰の影響を受けている自動車運送事業者の皆さまを支援するため、事

業用自動車１台につき５万円を給付します。 
 

【対 象 者】次のすべてに該当する事業者 

●国土交通大臣の許可を得て営業している自動車運送事業者 

●２月１日において町内に事業所を有し、現に事業を営んでおり、今後も事業を継 

続する見込みの事業者 

      ●町税などを完納している事業者 

      ●湧別町暴力団排除条例に定める暴力団に関係していない事業者 
 

【対象車両】次のすべてに該当する自動車 

●道路運送車両法第２条第２項に定める自動車であること。 

       ※被けん引車を除く。 

      ●道路運送法および貨物自動車運送事業法にいう事業用自動車であること。 

（緑ナンバー、軽自動車の場合は黒ナンバーなど） 

      ●２月１日において道路運送車両法第４条に定める登録を受けている 

車両であること。 
 

【申請方法】２月２７日（金）までに○上商工観光課へ書類を提出してください。 

      申請書は○上商工観光課および町ホームページに備えています。 

 

消費生活モニターを募集します 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

令和８年２月１０日発行 No.393 

湧別町自動車運送事業者物価高騰対策支援給付金のお知らせ 
○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

町ホームページ 

https://www.town.yubetsu.lg.jp/administration/work/news.html?news=786
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「第４０回記念湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会」は、雪不足により白滝から

遠軽間のコース造成ができないため、以下のとおり実施することとなりましたのでお知らせしま

す。 

詳しくは大会ホームページをご覧ください。 
 

●昨年同様、湧別コース（２４km）、１０kmコース、３kmコースのみ開催します。 

●湧別原野コース（８０km）、北大雪コース（５６km）、遠軽コース（２２km）は 

中止し、参加料は全額返金します。 

●中止となる上記３コースの参加者は、湧別コース（２４km）に振替参加が可能 

です。 

 振替参加する場合は、湧別コースの参加料（一般３,０００円・高校生１,０００円）を差し引

いた額を返金します。 

●スキー駅伝は、チーム戦として、湧別コースを走る５人の合計タイムで順位を決定します。 

 

【日 程】２月２２日（日） 

コ
ー
ス 

湧別コース 

（24km） 
10kmコース 

3kmコース 

※5km コースからの変更 

湧別原野コース（80km） 
北大雪コース（50km） 
遠軽コース（22km） 

ス
タ
ー
ト 

遠軽町営東球場 
上湧別リバーサイド 

ゴルフ場 

遠軽町営東球場 

※スタート地点変更 

 

開催中止 
 

※参加料は返金します。 

※希望者は湧別コース

に振り替えして参加

できます。 

午前９時 30分 午前９時 45分 午前 11時 00分 

ゴ
ー
ル 

文化センターＴＯＭ 
遠軽町営東球場 

※3㎞の周回コースに 

なります 

トップ 午前 10 時 40 分頃 トップ 午前 10 時 20 分頃 

最終走者 午後 ３時 30 分頃 最終走者 午後 １時 00 分頃 

 

町民の皆さまのご声援・ご協力をお願いします 
 

雪不足により一部コースが短縮となりましたが、道内はもとより全国から多くの参加者が参加します。

町内からも多くの選手が参加しますので、町民の皆さまの温かいご声援とご協力をお願いします。 

 
 

 

 

 

 

 「第４０回記念湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会」開催にともない、次の雪捨

場を一時使用中止します。ご迷惑をおかけしますが、ご理解ご協力をお願いします。 
 

【対  象】●１５号線雪捨場（上湧別学園奥） 

●１０号線雪捨場（湧別高校奥） 
 

【中止日時】２月２１日（土）午後１時～２３日（月）午後７時 

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会の 

開催内容が変更となります 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会開催のため 

雪捨場が使用できません 

○上建設課 建設Ｇ ２－５８６９ 

令和８年２月１０日発行 No.393 

大会ホームページ 

https://www.okxc.jp/
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大会当日、ゴール周辺では車両通行止めを実施します。ご理解とご協力をお願いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        大会当日、参加者が図のとおり道路を横断

します。 

五鹿山スキー場をご利用の方は、町道９号 

                   線または五鹿山通りをご利用ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

湧別原野オホーツククロスカントリースキー大会開催のため 

ゴール周辺を通行止めします 

○上商工観光課 商工観光Ｇ ２－５８６６ 

10

五
鹿
山
通
り

上
の
図
へ

東１線

興農セラ
ミックス様

上
の
図
へ

町
道
9
号
線

五鹿山スキー場

古谷様

坂本様

　
町
道

号
線
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 １２月に開催しご好評をいただきましたインドネシア料理教室に引き続き、今回は町内在住の

タイ人を講師に招き、タイ料理教室を開催します。日本語で説明しますので、どうぞお気軽にご

参加ください。 
 

【メニュー】 

 

 

 

 

【日  時】３月８日（日） 午前１０時～午後２時（受付：９時４５分～） 
 

【場  所】文化センターさざ波 実習室（栄町） 
 

【対  象】町内にお住まいの方（義務教育学校６年生以下は保護者同伴でお願いします） 
 

【定  員】１０人 
 

【持 ち 物】エプロン・バンダナ 
 

【参 加 費】１人１,０００円 
 

【申込方法】２月１３日（金）～２７日（金）までに申し込みフォームまたは、 

○上企画財政課へ電話でお申し込みください。 

 

 

 

 

 

乳幼児期の「いま」をアートで残しませんか。口に入れても安心な画材「キットパス」を使っ

てお子さまの小さな手形を押し、世界に一つだけのアート作品を保護者の方と一緒に作るワーク

ショップです。 
 

【日  時】３月１１日（水）午前１０時～１１時３０分 ※９時４５分集合 
 

【場  所】湧別児童センター（栄町） 
 

【講 師】キットパスアートインストラクター 片山 恵世さん 
 

【対  象】町内にお住まいの乳幼児とその保護者 

      ※２歳以上のお子さんは体験に参加できます。 
 

【定  員】５組程度 
 

【持 ち 物】託児希望の方は、お子さんの着替えやオムツ・水分補給用飲料水などを 

      ご持参ください。 
 

【申込期間】３月４日（水）まで 
 

【申 込 先】湧別子育て支援センター ℡５－２４３２ FAX５－２２３７ 

      申し込みフォームでも受け付けています。保護者氏名・連絡先・託児の有無 

      託児を希望される方は、お子さんの氏名と年齢を入力して送信してください。 

タイ料理教室を開催します 
○上企画財政課 未来づくりG ２－５８６２ 

 

●カオマンガイ・・・鶏だしの茹で鶏ごはん（甘辛ソース添え） 

●パッタイ・・・米粉麺の焼きそば 

●ブアローイファックトーン・・・おしるこ風かぼちゃ団子のココナッツミルク煮 

申し込みフォーム 

令和８年２月１０日発行 No.393 

手形アート講座を開催します 
○湧健康こども課 児童支援Ｇ ５－３７６５・湧別子育て支援センター ５－２４３２ 

申し込みフォーム 

https://logoform.jp/form/yTo3/1415396
https://logoform.jp/form/yTo3/1387842
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町民の皆さまに運動の重要性や楽しさを知っていただくために、運動・トレーニング教室「ゆ

うふぃっと。プラス」を開催します。専門のインストラクターによる指導が受けられますので、

お気軽にご参加ください。 
 

【ゆうふぃっと。プラス】 

●３月１１日（水）「マラソンのパフォーマンス向上～筋トレ＆ストレッチ～」 

【時 間】午後６時３０分～８時 

【対象者】町内にお住いの方 定員２０人 

【指導者】㈱スポーツクラブ PHYSIT 西田 隼人トレーナー  

●３月２５日（水）「ケガ予防×動作改善」 

【時 間】午後５時３０分～７時 

【対象者】義務教育学校後期課程 定員２０人 

【指導者】㈱スポーツクラブ PHYSIT 西田 隼人トレーナー  

 

【会  場】湧別総合体育館（栄町） 
 

【参 加 料】無料 
 

【持 ち 物】運動できる服装、運動靴、タオル、飲み物 
 

【申込方法】開催日の２日前までに、申し込みフォームか社会教育課まで、 

電話でお申し込みください。 

※参加は基本無料ですが、スポーツ安全保険などの保険は各自でご加入ください。 

 

 

 

 

 

豊かで住みよいまちづくりを推進するため、湧別町自治会連合会の主催により、今年度は「冬

の避難所運営体験」をテーマにしたコミュニティ研修会を開催します。 
 

【日  時】３月１４日（土）午後１時３０分～３時３０分 
 

【場  所】文化センターＴＯＭ 大ホール（中町） 
 

【対  象】町民であればどなたでも参加できます。 
 

【内  容】避難所の運営に関する体験 

      ●段ボールベッド・パーテーションの組み立て 

●アルファ米の試食、蓄電池・投光器を使った灯りの確保 
 

【参 加 料】無料 
 

【申込方法】２月１８日（水）までに、申し込みフォームまたは○上総務課へ 

電話でお申し込みください。 
 

【そ の 他】チューリップポイント対象事業です。チューリップカードをお持ちの方は、ご持参

ください。 

３月の運動・トレーニング教室「ゆうふぃっと。プラス」 
 教育委員会 社会教育課 社会教育Ｇ ５－３１３２ 

申し込みフォーム 

令和８年２月１０日発行 No.393 

コミュニティ研修会を開催します 
○上総務課 広報・自治会G ２－２１１２ 

申し込みフォーム 

https://logoform.jp/form/yTo3/1404369
https://logoform.jp/form/yTo3/478941
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日本赤十字社では、令和６年９月からの大雨災害で被災した方々を支援するため、義援金の受

付期間を延長しました。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。 
 

【名  称】令和６年９月能登半島大雨災害義援金 
 

【受付期間】令和９年３月３１日（水）まで ※役場へ持参：令和９年３月２４日（水）まで 
 

【受付方法】 

（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

口座加入者名 口座記号番号 

日赤令和６年９月能登半島大雨災害義援金 ００１９０－８－３６４９３８ 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。 

 

（２）銀行口座 ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

口座名義 

口座名義：日本
ニホン

赤十字社
セキジュウジシャ

（下記の３銀行共通） 
 

三井住友銀行   すずらん支店 （普）２７８７５１１ 

     三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５５０１ 

     みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２０６８５ 

    ※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号  

●寄付日 ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

     連絡先：日赤本社パートナーシップ推進部 ℡０３－４３６３－２０５６ 
 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局）、○上住民税務課、中湧別出張所 

 

 

 

 

 

 
 

行政システムの更新作業のため、中湧別出張所の一部業務を停止します。ご不便をおかけしま

すが、ご理解ご協力のほどよろしくお願いします。 
 

【停 止 日】２月２８日（土）、３月１日（日） 
 

【停止する主な業務】●証明書発行業務（住民票、印鑑登録証明書など） 

       ※戸籍証明書の発行は可能です。 

      ●マイナンバーカード関連業務（電子証明書の更新、住所変更にともなう券面更新など） 

      ●住民異動届業務（特例転入、転出証明書の発行など） 

       ※住民異動届の受付は可能です。 
 

【そ の 他】３月２日（月）以降は各種証明書が全国統一のものに変わります。 

 

 

令和６年９月能登半島大雨災害義援金の受付期間を延長しました 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

中湧別出張所の証明書発行業務および 

マイナンバー関連業務などを停止します 
○上住民税務課 住民生活G ２－５８６２ 

令和８年２月１０日発行 No.393 
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日本赤十字社では、令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災で被災した方々を支援す

るため、義援金を受け付けています。皆さまの温かいご支援をよろしくお願いします。 
 

【名  称】令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災義援金 
 

【受付期間】３月３１日（火）まで ※役場へ持参：３月２４日（火）まで 
 

【受付方法】 

（１）郵便振替 ※郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。 

口座加入者名 口座記号番号 

日赤令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災義援金 ００１４０－４－５１５８７１ 

※受領証を希望される場合は、通信欄に「受領証希望」と記載してください。 

 

（２）銀行口座 ※ご利用の金融機関によっては、振込手数料がかかる場合があります。 

口座名義 

口座名義：日本
ニホン

赤十字社
セキジュウジシャ

（下記の３銀行共通） 
 

三井住友銀行   すずらん支店 （普）２７８７５４４ 

     三菱ＵＦＪ銀行  やまびこ支店 （普）２１０５５３９ 

     みずほ銀行    クヌギ支店  （普）０６２０７８２ 

    ※受領証が必要な場合は、次の内容をご連絡ください。 

●住所  ●氏名（受領証の宛名） ●電話番号  

●寄付日 ●寄付額 ●振込金融機関名・支店名 

     連絡先：日赤本社パートナーシップ推進部 ℡０３－４３６３－２０５６ 
 

（３）役場窓口への持参 

受付窓口：○湧福祉課（日本赤十字社湧別町分区事務局）、○上住民税務課、中湧別出張所 

 
 

空き家等情報バンクに登録する「空き家」「空き地」を募集しています 
 

町では、町内の「空き家」「空き地」の物件情報を町ホームページや移住者 

向けの雑誌などに掲載し、売却・賃貸を希望する物件所有者と、購入・賃借の 

利用希望者をつなげる「空き家等情報バンク」を実施しています。掲載は無料 

ですので、ぜひご活用ください。 
 

【問い合わせ先】○上企画財政課未来づくりグループ（℡２－５８６２） 
 

 

 

より探しやすく見やすいホームページを目指すため、  

湧別町ホームページに関する 

アンケートにご協力をお願いします 

 

令和７年１１月１８日大分市佐賀関の大規模火災義援金を 

受け付けています 
○湧福祉課 福祉Ｇ ５－３７６１ 

令和８年２月１０日発行 No.393 

回答フォーム 
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町では、人口減少に歯止めをかけるための目標や施策などを示した現行の「湧別町まち・ひと・

しごと創生総合戦略」の取り組みの成果・課題や「湧別町人口ビジョン」の改訂を踏まえ、新た

に令和８年度からの５年間を計画期間とする「第３期 湧別町まち・ひと・しごと創生総合戦略」

を策定するため、次のとおり町民の皆さまからのご意見を募集します。 
 

【募集案件】第３期 湧別町まち・ひと・しごと・創生総合戦略（案） 
 

【対 象 者】①町内に住所を有する方 

      ②町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体 

③町内の事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内の学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 
 

【資料の閲覧場所】○上企画財政課、湧別庁舎（１階ロビー）、湧別・中湧別図書館、町ホームページ 

 

【募集期間】２月２５日（水）まで 

 

【提出方法】①、②のいずれかの方法で提出してください。 

①指定様式に記入のうえ、下記の方法で提出 

●直接持参：○上企画財政課、○湧福祉課、中湧別出張所 

●郵  送：〒０９９－６５９２ 湧別町上湧別屯田市街地３１８番地 

湧別町役場 企画財政課 企画財政グループ 

●Ｆ Ａ Ｘ：２－２５１１ 

●メ ー ル：kikaku＠town.yubetsu.lg.jp 

②電子申請による提出 

電子申請フォームから送信してください。 

 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えています。また、

町ホームページからダウンロードできます。 

 

【留意事項】●ご意見などを提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載してください。 

       ※氏名・住所などは公表しません。 

      ●提出されたご意見などは、計画案に反映できるかどうかを考慮したうえで、最終

的な計画を決定します。 

●提出されたご意見などは個別の回答を行わず、類似の意見をまとめ、町の考え方

を公表します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

「第３期 湧別町まち・ひと・しごと・創生総合戦略（案）」について 

パブリックコメント（意見募集）を実施しています 
○上企画財政課 企画財政G ２－５８６２ 

町ホームページ 

電子申請フォーム 

 

敬老祝金商品券の有効期限は、２月２８日（土）までです。 
 

有効期限が過ぎますと使用できなくなりますので、お早めにご利用ください。 

【問い合わせ先】○湧福祉課 福祉グループ ℡５－３７６１ 

令和８年２月１０日発行 No.393 
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町は、福祉・食育についての計画を策定するため、皆さまからのご意見を募集しています。 
 

【募集案件】●第３期湧別町地域福祉計画（案） 

       高齢者、障がい者、子どもといった対象者別ではなく、『地域』という視点で、 

地域住民や事業者、行政などが一体となって支え合い、助け合う地域づくりを推 

進することを目的に策定するもの。 
 

●第３期湧別町食育推進計画（案） 

町民 1人ひとりが食と健康の大切さを自覚するとともに、生涯にわたって健全な 

食生活を送るため、家庭や学校、地域、食料生産者、関係機関などが連携し、食 

育に関する取り組みを総合的かつ計画的に推進するために策定するもの。 
 

【対 象 者】①町内に住所を有する方 

      ②町内に事務所、事業所を有する個人、法人、その他の団体 

③町内の事務所、事業所に勤務する方 

      ④町内の学校に在学する方 

      ⑤対象案件に利害関係を有する方 
 

【資料の閲覧場所】上湧別庁舎・湧別庁舎（１階ロビー）、湧別・中湧別図書館、町ホームページ 
 

【募集期間】３月１０日（火）まで 

 

【提出方法】①、②のいずれかの方法で提出してください。 

①指定様式に記入のうえ、下記の方法で提出 

●直接持参：○上住民税務課、○湧福祉課、○湧健康こども課、 

中湧別出張所 

●郵  送：〒０９９－６４０４ 湧別町栄町１１２番地の１ 

湧別町役場 福祉課または、健康こども課 

●Ｆ Ａ Ｘ：５－２２８３ 

●メ ー ル：fukushi＠town.yubetsu.lg.jp または、 

            kenko＠town.yubetsu.lg.jp 

②電子申請による提出 

電子申請フォームから送信してください。 

 

【提出様式】資料の閲覧場所に「パブリックコメント手続意見提出用紙」を備えています。また、

町ホームページからダウンロードできます。 

 

【留意事項】●ご意見などを提出する際は、氏名、住所および連絡先を必ず記載してください。 

       ※氏名・住所などは公表しません。 

      ●提出されたご意見などは、計画案に反映できるかどうかを考慮したうえで、最終 

的な計画を決定します。 

●提出されたご意見などは個別の回答を行わず、類似の意見をまとめ、町の考え方

を公表します。 

 

 

町の福祉・食育に関する計画策定のための 

パブリックコメント（意見募集）を実施しています 
○湧健康こども課 健康相談G ５－３７６５ ○湧福祉課 福祉G ５－３７６１ 

町ホームページ 

食育推進計画 

電子申請フォーム 

地域福祉計画 

電子申請フォーム 
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【募集住宅】 

団地名 

（場所） 
仕様 建設年度 面積 間取り 月額家賃 

共益費 

（月額） 
主な設備 

募集 

戸数 

さくら団地 

（中湧別東町） 
世帯向 

昭和62年度 
 

※令和7年度 

浴室・台所改修 

66.60㎡ 3LDK 

12,900円 

～  

30,300円 

なし 

ユニットバス 

給湯ボイラー 

暖房機なし 

（FF 式を自主設置） 

1戸 

 

 

【入居資格】●公営住宅法により定められた所得制限を超えない方 

※世帯構成などにより控除が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。 

●国税・地方税・町に支払うべき使用料などを滞納していない方 

●入居予定者が暴力団員でない方 

●入居に際しては連帯保証人２人が必要です。また、家賃の２カ月分 

相当額を敷金として納付いただきます。 
 

【申込方法】○上建設課、○湧福祉課に備えている申込書に必要事項を記入のうえ、 

住民票・所得証明書・完納証明書など必要書類を添付してお申し込みください。 

※１戸の住宅に２件以上のお申し込みがあった場合は、入居者選考委員会より意見 

を聴取して、町長が住宅困窮度を判定して入居順位を決定します。 
 

【申込期間】２月２４日（火）まで 
 

【入居時期】３月上旬からの予定 
 

【そ の 他】今回募集する以外にも随時募集中の住宅がありますので、詳しくはお問い合わせく

ださい。 
 

 

 

 

 

道路沿いや、人目に付かない場所への悪質な不法投棄が後を絶ちません。不法投棄は、景観を

損ねるのはもちろん、水質や土壌など環境への影響が懸念されます。不法投棄発見の連絡があり

次第、町は警察へ通報し、検挙につなげています。これからも不法投棄撲滅のために皆さんのご

協力をお願いします。 
 

【被害の多い地域】●五鹿山道路 ●チューリップ街道 ●東７～９線道路 など 
 

【処罰の対象となる行為】通常の不法投棄のほか、下記の行為も処罰の対象となります。 

●自己の敷地内における「ゴミの投棄」、「野焼き」 

●お店の駐車場に「タバコの吸い殻、空き缶、ペットボトルのポイ捨て」 

※紙くず・カップ麺の容器など、ゴミの量や種類を問わず対象となります。 
 

【不法投棄した場合】５年以下の懲役もしくは１千万円（法人の場合は 3 億円）以下の罰金、 

または、その両方が課せられます。 

※私有地に不法投棄が発生し、行為者が判明した場合はその行為者に撤去責任がありますが、行 

為者が不明の場合は土地の所有者・管理者が撤去しなければなりませんので、不法投棄をされ 

ないよう所有地の管理をお願いします。 

町営住宅などの入居者を募集します 
○上建設課 管理Ｇ ２－５８６９ 

募集住宅の詳細 

不法投棄は犯罪です 
○上住民税務課 住民生活Ｇ ２－５８６３ 
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町公式ＬＩＮＥ 

 

 

 

町では、婚姻にともなう新生活を支援するため、新婚世帯の住宅費などの一部を補助していま

す。ぜひご活用ください。 
 

【対象費用】住宅の賃借、取得、リフォーム費用および引越費用で、令和７年４月１日～令和８

年３月３１日に支払った額が対象です。 
 

【補 助 額】最大３０万円 

（夫婦ともに婚姻日における年齢が２９歳以下の場合、最大６０万円） 
 

【対 象 者】下記をすべて満たす夫婦が対象となります。 

●夫婦の婚姻日における年齢が、ともに３９歳以下であること。 

●令和７年１月１日～令和８年３月３１日に婚姻届を提出し、受理された夫婦であ

ること。または令和６年度事業により初めて補助金を受けた方で補助上限に達し

なかった方、および令和６年度事業による資格認定を受けた方。 

●対象となる住宅が町内にあり、申請時に夫婦の双方または一方が湧別町の住民票

に記載され、その住所地を生活の本拠としていること。 

●令和６年１月～１２月の夫婦の所得の合計が５００万円未満であること。 
 

【申請方法】３月３１日（火）までに、○湧健康こども課へお申し込みください。 
 

【そ の 他】●対象費用、対象者には詳細な要件がありますので、町ホームページをご覧いただ

くか○湧健康こども課へお問い合わせください。 

      ●令和７年度中に申請できない方は、資格認定申請をしてください。 

（例）婚姻日が年度末に近い方、対象経費の発生が令和８年度中の方など 

      ●資格認定申請により認定を受けた場合、令和８年度も要件を満たした上で、 

令和８年４月１日以降に発生した経費について補助金を申請することができます。 

 

 

 
悪天候のときはゴミ収集を中止することがあります 

 

暴風雪など悪天候のときは、ゴミ収集が大幅に遅れることや、ゴミ収集を中止することがあります。 

その場合は、町ホームページや町公式ＬＩＮＥなどでお知らせしますので、ご確認ください。 

当日中に収集されなかったゴミは、次の収集日に収集することになります。ご迷惑をおかけしますが、

ご理解とご協力をお願いします。 

なお、ゴミステーション周辺が除雪されていないと収集ができない場合がありますので、利用者の皆さ

んで周辺の除雪にご協力をお願いします。 
 

【ゴミ・資源ぶつの出し方】 
●ゴミは収集日の朝、午前８時までに決められた場所に出しましょう。 

前日の夜に出すと、犬やカラスが袋を破り、ゴミが散乱する原因になります。 

●悪天候などでゴミが飛散しそうなときは、なるべく次の収集日に出しましょう。 

●ゴミはきちんと分別しましょう。正しく分別していないゴミは、収集できません。 

●資源ゴミは、食べかすや汚れを水で洗い流してから出しましょう。食べかすや汚れが付いているとリ

サイクルできません。 
 

  【お問い合わせ先】○上住民税務課 住民生活G ２－５８６３ 

 

 

新婚生活にかかる住宅費などを補助しています 
○湧健康こども課 子育て相談Ｇ ５－３７６５ 

町ホームページ 

令和８年２月１０日発行 No.393 
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１月２７日現在の町内高齢者福祉入所施設の空き状況は次のとおりです（現在とは異なる場合

があります）。待機者がいても、空床・室数に空きがある施設に入所できる場合がありますので、

詳しくは各施設にお問い合わせください。 
 

分類 事業所名 住所 電話番号 定員・室数 
空床 
・ 
空室 

待機者 

 

うちすぐに  
入居希望 

特別養護 
老人ホーム 

※１ 

湧別オホーツク園 

東 5-3660 

40人 0 45 25 

湧別オホーツク園 
リラの杜 ※３ 

20人 0 2 1 

湖水の杜 ※３ 芭露 4-5525 20人 0 ２ １ 

湧愛園 上湧別 
屯田市街地 

2-3151 
40人 0 26 10 

湧愛園ちゅーりっぷの里 ※３ 20人 0 8 4 

グループホーム 
※２ 

上湧別館 ※３ 中湧別北町 4-2070 18人 0 ４ ２ 

有料老人 
ホーム 

向日葵 中湧別東町 8-7725 30人 2 ０ ０ 

リビングケア･オリーブ 中湧別中町 4-1760 
１人用・13室 0 6 0 

夫婦用・２室 0 ０ ０ 

高齢者 
賃貸住宅 

在宅支援型住宅 
湖水の杜 

芭露 4-5525 ５人 ０ 10 4 

ケアハウス来夢 ※４ 
上湧別 

屯田市街地 
4-1100 

１人用・24室 ０ 35 27 

夫婦用・３室 0 ２ ０ 

※１ 入所するには原則要介護３～５の認定が必要な施設です。 

※２ 入所するには要介護認定が必要な施設です。 

※３ 地域密着型施設のため、湧別町民の方のみが入所できる施設です。 

※４ 日常生活で自立している方が入所できる施設です。（要介護者は入所できない場合があります。） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 湧別町公式インスタグラム yubetsu_town 

「フォロー」と「いいね！」をお願いします 

町内の高齢者福祉入所施設の空き状況 
○湧福祉課 高齢介護Ｇ ５－３７６１ 
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カメラや読み取り 

アプリを起動する 

かわらばんでは、町ホーム

ページなどで詳細を確認で

きるよう、二次元バーコー

ドを掲載しています。 

 

二次元バーコードの 

読み取り方 
カメラを二次元 

バーコードに向ける 

表示された 

アドレスを押す 

https://www.instagram.com/yubetsu_town?igsh=NG81MXViOHh2b3ho

